
 

　小松台地域自治区地域協議会委員
氏　名 選出団体 氏　名 選出団体

会長 　伊藤　照夫 小松台地区自治会連合会 竹下　禎英
小松台地区老人クラブ

小松台ハイランドむつみ会

副会長　 中原　敏行 小松台地区自治会連合会 　増田　恭之　 小松台小学校ＰＴＡ

中俣　憲尚 小松台地区自治会連合会 永峰　智徳 生目中学校PTA

吉田　新治 小松台地区自治会連合会 大山香那子 小松台小地区子ども会育成連絡協議会

上平　　　曻 小松台地区自治会連合会 稲用　千歌 生目地区青少年育成連絡協議会

　内田　八千代 小松台地区社会福祉協議会 溝口　充子
学校法人みやざき福祉学園

桜ヶ丘幼稚園

森山　つや子 小松台地区社会福祉協議会 原口　良春 小松台地区自治公民館連絡協議会

　 瀨野　ちす 生目地区民生委員児童委員協議会 後藤　友幸 公募

　芝崎 敏之 生目地区民生委員児童委員協議会 岩崎みち子 公募

黒木　祐子
小松台地区婦人会

小松台南自治会「南女会」

　           小松台地域には
　           桜ヶ丘、小松台北町、小松台ハイランド（小松台東、小松台西）、公務員宿舎小松住宅、
　           小松もりした、小松台ピュアタウン、小松台南町、７つの地区があります。

小松台地域事務所
〒880-0954　宮崎市小松台西1丁目10番地7

TEL：62-3333　FAX：62-3324　E-mail:07komatudai@city.miyazaki.miyazaki.jp

平成28年5月
 第44号小松台地域だより

　　　　第1回小松台地域自治区地域協議会
　会長、副会長が選任された後、市の新事業の説明等が行
われました。

　　　　　　　　　委嘱状交付式
　地域協議会委員、19名に委任状が交付されました。
　任期は２年間です。

新

平成２８年４月２５日に小松台地域自治区地域協議会委員委嘱状交付式及び
平成２８年度第1回地域協議会が開催されました。
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 小 小松台地域自治区地域協議会
会長に　伊藤照夫委員、副会長 に中原敏行委員が選任されました。

 小松台地域自治区地域協議会

 会長　伊藤　照夫　委員

小松台地域自治区地域協議会

副会長　中原　敏行　委員

　地域協議会の会長として2年目を迎える事になりまし
た。地域協議会は「支え合い笑顔ひろがる小松台」を
目標に住みやすい小松台地域づくりを目指して活動
しています。
　昨年度は地域協議会の中で長年検討してきた「地域
魅力発信プラン」の実現に向けた取り組みを地域の各
団体にお願いをいたしました。これで、今まで検討して
いたことが実現に向けて一歩動き出したと言えます。
　今年度は、宮崎市で新たに地域魅力発信プラン実
現に向けて「地域のお宝発掘・発展・発信事業」が立
ち上がりました。このお宝事業には大きな予算も付い
ていますので、この活用について検討を行い、地域魅
力発信プランで検討した改善案を更に実現させて行
きたいと考えています。
　また、地域協議会の大きな活動の柱である、地域住
民の意見を市政に反映させる事についても今年度は
力を入れていきたいと思っています。

　小松台地域の目標とする将来像は「支え合い、笑顔
広がる小松台」です。この将来像を目指して、住みよ
い環境づくり、交友、親睦、協力奉仕などにつながる
事業を実施しています。
　住みよい環境づくりのために策定された「小松台地
域魅力発信プラン」について、これを実現させるため
の新たな取組みも始まります。
　地域協議会でも、地域魅力発信プランをどのように
発信し、また、実現のためにはどのような取組みが必
要なのかを、あらゆる角度から協議することが必要と
なってまいります。
　よりよい小松台地域を目指して、要望に応えられる
よう、また、実現出来るように、様々な団体との連携も
深めながら、会長を補佐し、取り組み、努力してまいり
ます。

スプレー缶、カセットコンロ用ガス缶等の
出し方

気をつけて！！

　スプレー缶、カセットコンロ用ガス缶等の缶類は、中身が残ったままゴミとして出すと、ガスに
引火し、火災の発生する危険があります。必ず、使い切って、振って音がしないことを確かめ、
缶に穴を開けてから、出してください。
　また、缶の種類によって出し方が異なりますので、正しく分別をお願いします。

　　　○資源ごみ・・・・・・・・・・・・殺虫剤、制汗剤、整髪剤などのスプレー缶、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カセットコンロ用ガス缶　など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※使い切れないものや、家庭で缶に穴を開けることが困難な場合には、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域事務所にお持ちください。

　　　　　○燃えないゴミ・・・・・・・・塗料スプレー、塗料缶
          　　　　                          ※中身は使い切って、スプレー缶は穴を開けてから、出してください。
                  　　　　                     使いきれないものは、収集できません。

　　　　　○収集できないゴミ・・・・農薬、薬品類のスプレー缶、缶類（販売店へ相談してください）


